
 

                                        令和３年度  女の都小学校 

 

「台風接近」などによる気象警報発令時の登下校について 

                                          （登下校ガイドライン）  

※対象警報：暴風（雨）警報・大雨警報・洪水警報 
 

 ☆前日に発令が予想される場合  

 

(1)台風の予想進路が、翌日午前中に警報が発令されると十分予想されると  

きは、その前日から臨時休校を決定し、児童・保護者にそのことを周知 

する。 

   ・児童下校前の時は、児童に休校のお知らせのプリントを配付する。（家庭 

  数）月曜日の場合は、金曜日に配付する。 

   ・児童下校後は安心安全メール（学級連絡網）で連絡を行う。 
 

 ☆登校前に発令が出された場合  

 

(1)午前７時の時点でいずれかの警報が発令されている場合 →自宅待機 

    

(2)午前７時までに警報解除の場合 →平常授業 

 

(3)午前10時までに警報解除の場合→４校時（１１時００分）から授業   

※保護者が危険と判断する場合は､自宅待機か保護者と登校。 

            →その場合は学校への連絡を確実に行うようにする。 

(4)午前10時の時点で警報が解除されていない場合 →臨時休校 
 

 ☆登校後警報が発令された場合  

 

  (1)状況に応じて、学校待機・下校の方法をとる。 

        ※下校の場合は地区ごとの集団下校を行い､教職員も引率する。 

          （保護者が迎えに来られた場合は、個別下校にする。） 
 

 「台風接近」以外に「大雨警報」「洪水警報」が発令された場合で特に学 

 校から連絡のない場合は平常授業とする。 

 

 


